
　　変更した

　　令和6年4月1日以降

※犬が90日齢未満の場合、91日齢になった日に、市に登録されます。

※【登録機関】：　環境大臣指定登録機関
　　　　　　　　　　　公益社団法人日本獣医師会

犬にマイクロチップが装着されている

いいえ 市の窓口で登録申請が必要です。
従来どおり鑑札発行及び登録手数料
3,000円

　　はい

犬のマイクロチップ情報は
登録機関に登録されている
※令和4年6月１日以降、購入した犬
は登録機関に登録されています

登録されて
いない 市の窓口で登録申請が必要です。

従来どおり鑑札発行及び登録手数料
3,000円

　　登録されている

登録機関の所有者情報を
前所有者から変更した

変更して
いない ペットショップ等から渡された登録証明

書を用いて変更登録することで、市の登
録申請が不要となります
※登録機関に登録された犬の所有者は
登録情報を変更しなければいけませ
ん。（義務）

直近の登録（変更登録）した
時期はいつですか

令和6年
3月31日以前

市に登録済であるため
市の窓口で登録手続きは不要です。
マイクロチップが鑑札の代わりになります

市の窓口で登録申請が必要です。
従来どおり鑑札発行及び登録手数料
3,000円
令和6年4月1日以降に91日齢になる場
合（令和6年1月1日以降に生まれた
犬）、市への登録申請は不要です


